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平成２３年４月２６日、２３あ権第１３－２号によって貴職より

諮問を受けた「あま市人権施策の基本的在り方及び人権尊重のまち

づくり条例（仮称）の制定に向けた基本的考え方」について、本懇

話会は慎重に検討を加え、この程結論を得るに至ったので、別添の

とおり答申します。 

貴職におかれましては、本答申を尊重し、総合的な人権に関する

取り組みが一層推進されることを期待します。 

 


